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大阪府分限処分の指針 
 

平成２１年１２月１６日策定 

平成２５年 ３月２９日改正 

平成２８年 ３月３０日改正 

令和 ６年 ４月 １日改正 

 

第１ 趣旨 

 

この指針は、職員の分限に関する条例（昭和２６年大阪府条例第４１号。以

下「条例」という。）第９条第７項の規定により、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号。以下「法」という。）第２７条第２項の規定による降任、免職又

は降給の処分（以下「分限処分」という。）を行う場合の具体的な手続その他の

運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

第２ 対象職員 

 

条例第８条第１項各号に規定する対象職員（以下「対象職員」という。）に該

当する具体的な事実は、次のとおりとする。 

 

１ 条例第８条第１項第１号に該当すると判断できる具体的な事実 

人事評価（職員基本条例（平成２４年大阪府条例第８６号）第１４条第

１項に規定する人事評価をいう。以下同じ。）の結果の区分が２年以上継続

して最下位である５区分であることに加え、総合評価（同条例第１６条に

規定する実績評価及び能力評価を総合して評価した人事評価をいう。以下

同じ。）の区分が２年以上継続して「Ｄ」の評価となった職員は、条例第８

条第１項第１号に該当するものとする。 

 

２ 条例第８条第１項第２号に該当すると判断できる具体的な事実 

出勤の状況が不良と評価できる次のいずれかの具体的な事実が認められ、

業務に著しい支障を及ぼす職員は、条例第８条第１項第２号に該当するも

のとする。 

（１）勤務時間中に、事務室内を目的もなく歩き回り、自席に座っているこ

とが少ない。 

（２）勤務時間中に、業務に関係しない電話、電子メール又はインターネッ

トの閲覧、その他の行為をすることにより職務に専念しなかった。 

（３）遅刻、早退、欠勤又は職場離脱を繰り返した。 

 

３ 条例第８条第１項第３号に該当すると判断できる具体的な事実 

次のいずれかの具体的な事実が認められる職員は、条例第８条第１項第

３号に該当するものとする。 

（１）上司から処理するよう指示された業務について、正当な理由なく、そ
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の業務を行わなかった、又は故意に処理の期限を守らなかった。 

（２）上司と相談することなく、指示された内容と異なる処理をした。 

（３）条例第８条第５項に規定する命令（以下「受講命令」という。）に違反

した。 

（４）（１）から（３）までに掲げるほか、上司からの職務上の命令に違反し

たり、これを拒否した。 

 

４ 条例第８条第１項第４号に該当すると判断できる具体的な事実 

次のいずれかの具体的な事実が認められる職員は、条例第８条第１項第

４号に該当するものとする。 

（１）病気休職（法第２８条第２項第１号に規定する休職をいう。以下同じ。）

の期間が３年に達することが見込まれる。 

（２）病気休職から復職した後、１年以内に再度の病気休職（心身の故障の

内容が明らかに異なる場合を除く。）となり、それらの期間が通算して３

年に達することが見込まれる。 

（３）今後、回復して職務を遂行することが可能となる見込みがない。 

 

５ 条例第８条第１項第６号に該当すると判断できる具体的な事実 

次のいずれかの具体的な事実が認められる職員は、条例第８条第１項第

６号に該当するものとする。 

（１）次に掲げるいずれかの不完全な業務処理の状況が認められた。 

ア 文書の作成や計算などの業務において、初歩的な誤りを繰り返した。 

イ 業務において重大な失策をした。 

ウ 業務の成果物が著しく拙劣であった。 

エ 業務における処理数が職員の一般的な水準に比べて著しく劣ってい

た。 

オ 決められた手続等を無視して、又は確認せず、業務を処理すること

を繰り返した。 

カ 上司又は同僚職員（以下「上司等」という。）に対し、必要な報告、

連絡、相談を行うことを繰り返し怠った。 

キ 業務を一人で処理できないことが繰り返しあった。 

ク 業務の処理期限を守らないことが繰り返しあった。 

ケ アからクまでに掲げるほか、勤務実績が良くないと評価できる具体

的な事実が認められた。 

（２）４に規定するほか、心身の故障により職務の遂行に支障があると認め

られる。 

（３）条例第８条第１項第５号に規定するほか、次に掲げる公務員に必要な

適格性に疑問を抱かせる問題行動を繰り返した。 

ア セクシュアル・ハラスメント又はパワー・ハラスメントを繰り返し

た。 

イ 協調性に欠ける言動や行動により、業務に支障を与えた。 

ウ 自らの意思で、生活の本拠を離れ、その行方を明らかにしない。 

エ 条例第８条第６項に規定する命令（以下「受診命令」という。）に違
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反した。 

オ アからエまでに掲げるほか、府職員としての適格性が欠如している

と評価できる具体的な事実が認められた。 

 

第３ 知事が講ずる措置 

 

１ 所属・部局人事担当課・人事課の役割分担 

 

改善措置については、対象職員が所属する局、室又は課（以下「所属」

という。）、所属が属する部又は局の人事担当課（以下「部局人事担当課」

という。）及び総務部人事課（以下「人事課」という。）が、共に連携・協

力し、以下のとおり適切に取り組むものとする。 

 

（１）所属の役割 

所属は、次のような役割を担うものとする。 

ア 条例第８条第２項に規定する記録並びに資料の収集（以下「記録等」

という。）を行うこと（対象職員に該当する可能性がある職員の記録等

を含む。） 

イ 面談等を通じて対象職員の状況を把握すること 

ウ 改善措置を講じること（ただし、条例第８条第３項第２号に規定す

る転任を除く） 

エ 人事課又は部局人事担当課に対し対象職員に関する状況を報告する

こと 

（２）部局人事担当課の役割 

部局人事担当課は、次のような役割を担うものとする。 

ア 所属と連携して対象職員の状況を把握すること 

イ 所属が行う（１）アの記録等について指導を行うこと 

ウ 所属が行う（１）ウの改善措置に対し助言、指導及び支援を行うこ

と 

エ 対象職員及び上司等に対し面談を行うこと 

オ 改善措置を講じること（ただし、条例第８条第３項第２号に規定す

る転任を除く） 

カ 人事課に対象職員に関する状況を報告すること 

（３）人事課の役割 

人事課は、次のような役割を担うものとする。 

ア 所属又は部局人事担当課へのヒアリング等を通じて対象職員の状況

を把握すること 

イ 所属が行う（１）ウの改善措置又は部局人事担当課が行う（２）オ

の改善措置に対し助言、指導を行うこと 

ウ 対象職員又は上司等に対し面談を行うこと 

エ 改善措置を講じること 

オ 条例第８条第４項に規定する文書（以下「警告書」という。）を交付

すること 
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カ 受講命令を発すること 

キ 受診命令を発すること 

ク 対象職員に対する分限処分を検討すること 

 

２ 記録並びに資料の収集 

 （１）条例第８条第２項に基づき、所属又は部局人事担当課において収集す

べき記録又は資料（対象職員に該当する可能性がある職員の記録又は資

料を含む。以下「記録等」という。）は、概ね次に掲げるとおりとする。 

ア 人事評価の結果その他対象職員の勤務実績を判断するために必要な

事実が記載された記録等 

イ 対象職員の勤務実績が他の職員と比較して明らかに劣る事実を示す

記録等 

ウ 対象職員の職務上の過誤、又は対象職員についての苦情等に関する

記録等 

エ 対象職員に対する注意又は指導（以下「指導等」という。）に関する

記録等 

オ 対象職員又は上司等との面談の記録等 

カ 対象職員から提出された勤務の状況又は服務に関する記録等 

キ 対象職員の出勤簿その他出勤状況が把握できる記録等（対象職員の

行方が不明な場合は、当該職員の所在が明らかでないことの確認等を

行った際の記録等） 

ク アからキまでに掲げるほか、対象職員が法第２８条第１項第１号か

ら第３号までのいずれかに該当するか否かを判断するために必要な記

録等 

 （２）（１）の記録等については、対象職員が異動した後も、所属において適

切に保管するものとし、人事課からの依頼があれば、速やかにこれを提

出するものとする。 

 

３ 対応措置 

（１）条例第８条第１項第１号に該当する可能性のある職員の場合 

ア 所属は、所属する職員の人事評価の結果が２年連続して５区分とな

り、総合評価の結果も「Ｄ」の区分となったときは、現況報告書（様

式第１号）により、部局人事担当課を通じて、人事課に報告するもの

とする。 

イ 人事課は、アにより所属から報告のあった対象職員に対し、研修（集

団）を実施するものとする。 

ウ 所属は、イの研修後も、当該職員の勤務の状況について改善が不十

分な場合は、部局人事担当課を通じて、人事課にその状況を報告する

ものとする。 

 

（２）条例第８条第１項第２号に該当する可能性のある職員の場合 

ア 所属は、職員が第２・２（１）から（３）までのいずれかに該当す

る場合、２に掲げる当該職員の記録等の収集を行うとともに、出勤の
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状況が改善されるよう改善措置を講じることとする。 

イ 部局人事担当課は、所属が行うアの改善措置に対し、助言、指導及

び支援を行うこととする。また、必要に応じて、当該職員に対して面

談等を行うものとする。 

ウ 所属は、当該職員の出勤の状況が良くないことが心身の故障に起因

することが疑われる場合、当該職員に対し医師の診断を受けることを

促すものとする。 

エ アの改善措置を講じたにもかかわらず、当該職員の出勤の状況が改

善しないときは、所属は、条例第８条第１項第２号の対象職員に該当

するとして、部局人事担当課を通じて、現況報告書（様式第１号）に

より、人事課にその状況を報告するものとする。 

 

（３）条例８条第１項第３号に該当する可能性のある職員の場合 

ア 所属は、職員が第２・３（１）から（４）までのいずれかに該当す

る場合、職務命令（法第３２条に規定する上司の職務上の命令。以下

同じ。）に従うよう繰り返し指導等を行うとともに、２に掲げる当該職

員の記録等の収集を行うこととする。 

イ 部局人事担当課は、所属が行うアの改善措置に対し、助言、指導及

び支援を行うこととする。また、必要に応じて、当該職員に対して面

談等を行うものとする。 

ウ 所属は、アの指導等を行ったにもかかわらず、当該職員がなおも職

務命令に従わないときは、部局人事担当課を通じて人事課に報告する

ものとする。 

エ 所属は、当該職員が文書による職務命令に違反したときは、条例第

８条第１項第３号の対象職員に該当するとして、部局人事担当課を通

じて、現況報告書（様式第１号）により、人事課にその状況を報告す

るものとする。 

オ 所属は、職員が改善措置として行う研修の受講を拒否した場合は、

部局人事担当課を通じて、現況報告書（様式第１号）により、人事課

にその状況を報告するものとする。 

 

（４）条例第８条第１項第４号に該当する可能性のある職員の場合 

ア 所属は、病気休職をしている職員について、毎月１回程度、面談等

を行い、当該職員の病状の把握に努めるとともに、２に掲げる当該職

員の記録等の収集を行うこととする。 

イ 部局人事担当課は、必要に応じて、所属が行う当該職員への対応に

ついて助言、指導及び支援を行うとともに、当該職員に対する面談等

を行うものとする。 

ウ 所属は、職員が第２・４（３）に該当するとき、又は職員の病気休

職期間が２年を超えたとき若しくは病気休職から復職後、１年以内に

再度の病気休職（前回の病気休職と心身の故障の内容が明らかに異な

る場合を除く。）となり、その休職期間が通算して２年を超えたときは、

条例第８条第１項第４号の対象職員に該当するとして、部局人事担当
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課を通じて、現況報告書（様式第１号）により、人事課にその状況を

報告するものとする。 

 

（５）条例第８条第１項第５号に該当する可能性のある職員の場合 

ア 所属は、職員が上司その他の職員又は府民に対し、暴力を振るった

り、暴言又は中傷をした場合、当該職員のこれらの行動について直ち

に指導等を行うとともに、２に掲げる当該職員の記録等の収集を行う

こととする。 

イ 部局人事担当課は、所属が行うアの改善措置に対し、助言、指導及

び支援を行うこととする。また、必要に応じて、当該職員に対して面

談等を行うものとする。 

ウ 所属は、当該職員の行動が心身の故障に起因することが疑われる場

合、当該職員に対し医師の診断を受けることを促すものとする。 

エ アの指導等を行ったにもかかわらず、当該職員の状況が改善しない

ときは、所属は、条例第８条第１項第５号の対象職員に該当するとし

て、部局人事担当課を通じて、現況報告書（様式第１号）により、人

事課にその状況を報告するものとする。 

 

（６）条例第８条第１項第６号に該当する可能性のある職員の場合 

ア 第２・５（１）に該当する可能性のある職員の場合 

（ア）所属は、２に掲げる当該職員の記録等の収集を行うとともに、不

完全な業務処理の状況が改善されるよう改善措置を講じることとす

る。 

なお、所属は、当該職員が改善措置として実施する研修を拒否し

た場合は、部局人事担当課を通じて、現況報告書（様式第１号）に

より、人事課にその状況を報告するものとする。 

（イ）部局人事担当課は、所属が行う（ア）の改善措置に対し、助言、

指導及び支援を行うこととする。また、必要に応じて、当該職員に

対して面談等を行うものとする。 

（ウ）所属は、当該職員の不完全な業務処理の状況が心身の故障に起因

することが疑われる場合、当該職員に対し医師の診断を受けること

を促すものとする。 

（エ）（ア）の改善措置を講じたにもかかわらず、当該職員の不完全な業

務処理の状況が改善しないときは、所属は、条例第８条第１項第６

号の対象職員に該当するとして、部局人事担当課を通じて、現況報

告書（様式第１号）により、人事課にその状況を報告するものとす

る。 

イ 所属は、職員が第２・５（２）に該当する場合は、（４）と同様の対

応を行うものとする。 

ウ 所属は、職員が第２・５（３）に該当する場合（ウを除く）は、（５）

と同様の対応を行うものとする。 

エ 所属は、第２・５（３）ウに該当する場合は、条例第８条第１項第

６号の対象職員に該当するとして、直ちに部局人事担当課を通じて、
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現況報告書（様式第１号）により、人事課にその状況を報告するもの

とする。 

 

４ 警告書の交付 

（１）人事課は、所属から報告のあった対象職員（条例第８条第１項第４号

又は第６号に該当する心身に故障のある職員を除く。）に対して、面談（当

該職員の行為が法第２９条第１項各号のいずれかに該当する可能性があ

る場合に行う事情聴取を含む。以下同じ。）を実施するものとする。 

なお、人事課が必要と認める場合は、所属の上司等及び部局人事担当

者の立会いのもと、面談を行うことができるものとする。 

（２）人事課は、（１）面談の結果、対象職員の勤務実績が良くない状態又は

府職員としての適格性を欠く状態（以下「勤務実績不良等の状態」とい

う。）が心身の故障に起因することが疑われる場合、人事課は医師の診断

を受けることを促すものとする。 

（３）人事課は、（１）の事情聴取の結果、非違行為が確認できたときは、懲

戒処分等を行うものとする。 

（４）人事課は、（１）の面談の結果、所属において改善措置を講じたにもか

かわらず、なおも改善されていないと認められるときは、警告書（様式

第２号）を交付し、５に規定する個別指導研修等によりその改善を求め

るものとする。 

（５）人事課は、文書による職務命令に違反し懲戒処分を受けた職員が、再

度、文書による職務命令に違反した場合、警告書を交付し、その改善を

求めるものとする。 

（６）警告書を交付した場合は、当該職員に書面により弁明する機会を与え

るものとする。 

 

５ 個別指導研修の実施 

（１）人事課は、４（４）により警告書の交付を受けた対象職員に対し、個

別に研修を行うものとする。また、所属においても、勤務実績不良等の

状態の改善及び是正を図るため、個別指導研修を実施することとする。 

（２）所属が行う個別指導研修の内容については、基本的には、日常業務を

通じて、実務経験を積み、業務上必要とされる知識や技術を身につけさ

せる方法（いわゆるＯＪＴ）によることとする。 

（３）対象職員の勤務実績不良等の状態の改善が困難と認められる場合、所

属は、部局人事担当課及び人事課と協議の上、個別指導研修の実施を省

略し、又は中止することができるものとする。 

（４）個別指導研修の実施に当たり、所属は、部局人事担当課及び人事課と

協議の上、個別指導研修計画書（様式第３号）を作成するものとする。 

なお、対象職員に心身の故障があるときは、必要に応じて医師の意見

を聞き、個別指導研修計画書を作成するものとする。 

（５）個別指導研修を行う期間（以下「研修期間」という。）は、原則として

３月単位とする。ただし、必要に応じて、その期間を延長し、又は短縮

することができることとする。 
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（６）対象職員の上司は、個別指導研修の研修担当者として、研修期間中、

職員への指導及び研修の状況を記録した個別指導研修実施記録（様式第

４号）を作成するものとする。 

（７）所属は、研修期間の終了後、個別指導研修の達成状況等を記載した研

修実施報告書（様式第５号）を作成し、部局人事担当課を通じて、人事

課にその状況を報告するものとする。 

（８）人事課及び部局人事担当課は、研修期間終了後に個別指導研修の効果

測定を共同して行うものとする。 

 

６ 職務命令違反をした職員への研修の実施 

（１）人事課は、文書による職務命令に違反して懲戒処分等を受けた対象職

員に対し、研修を実施することとする。 

（２）人事課担当者は、（１）による研修の実施後、その実施状況を人事課長

に報告するものとする。 

 

７ 受講命令 

（１）人事課は、職員が所属若しくは部局人事担当課が行う改善措置として

の研修又は人事課が行う研修の受講を拒んだ場合は、受講命令書（様式

第６号）を交付して研修を命ずることとする。 

（２）人事課は、受講命令の拒否が心身の故障に起因することが疑われる場

合、人事課は医師の診断を受けることを促すものとする。 

（３）人事課は、受講命令に従わなかった職員に対し、懲戒処分等を行うも

のとする。 

 

８ 受診命令 

 （１）人事課は、３（４）ウにより所属から報告のあった職員に対して、随

時、産業医の意見を聞いた上で、上司等及び部局人事担当者の立会いの

もと面談を実施するなどにより、心身の故障の状況を確認するものとす

る。 

 （２）人事課は、産業医への相談や対象職員への面談の結果、心身の故障の

ため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかなとき

は、対象職員に対して、法第２８条第１項第２号に該当するか否かを判

断するため、医師２名を指定して受診を促すものとする。 

この場合において、対象職員が受診勧奨に従わなかったとき又は一定

期間内に受診しなかったときは、受診命令書（様式第７号）を交付して

受診を命ずることとする。 

 

第４ 人事監察委員会への意見聴取 

 

１ 人事課は、条例第８条第１項第１号に該当する対象職員について、個別

指導研修を実施したにもかかわらず、勤務実績が良くない状態が改善され

ないとき又は改善が困難と認められるときは、条例第４条第１項第１号（第

６条第４項の規定により準用する場合を含む。）に該当するものとして、大
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阪府人事監察委員会（以下、「委員会」という。）に当該職員の分限処分の

可否について意見を聴取するものとする。 

 

２ 人事課は、条例第８条第１項第２号又は第６号（心身に故障のある職員

を除く。）に該当する対象職員について、個別指導研修を実施したにもかか

わらず、勤務実績不良等の状態が改善されないとき又は改善が困難と認め

られるときは、条例第４条第１項第２号又は第３項第３号（第６条第４項

の規定により準用する場合を含む。）に該当するものとして、委員会に当該

職員の分限処分の可否について意見を聴取するものとする。 

 

３ 人事課は、条例第８条第１項第３号に該当する対象職員について、個別

指導研修を実施したにもかかわらず、職務命令に違反する行為を繰り返し、

その累計が５回（職務命令に違反する行為の内容は同じ場合は３回）とな

ったときは、条例第４条第１項第２号又は第３項第３号（第６条第４項の

規定により準用する場合を含む。）に該当するものとして、委員会に当該職

員の分限処分の可否について意見を聴取するものとする。 

 

４ 人事課は、条例第８条第１項第４号又は第６号（心身に故障のある職員

に限る。）に該当する対象職員について、指定した医師２名により、将来回

復の可能性のない、又は病気休職の期間中には回復の見込みが乏しい長期

の療養を要する疾病のため、職務の遂行に支障がある、又はこれに堪えな

いとの診断がなされたときは、条例第４条第２項（第６条第４項の規定に

より準用する場合を含む。）に該当するものとして、委員会に当該職員の分

限処分の可否について意見を聴取するものとする。 

なお、指定した医師２名のうち、少なくとも１名が将来回復の可能性が

ない、又は病気休職の期間中には回復の見込みが乏しいとの診断をしなか

った場合には、人事課、部局人事担当課及び所属は、当該職員及び産業医

等と相談の上、円滑な職場復帰に向けた対応等を行うものとする。 

 

５ 人事課は、条例第８条第１項第５号に該当する対象職員について、個別

指導研修を実施したにもかかわらず、勤務実績不良等の状態が改善されな

いとき又は改善が困難と認められるときは、条例第４条第３項第３号（第

６条第４項の規定により準用する場合を含む。）に該当するものとして、委

員会に当該職員の分限処分の可否について意見を聴取するものとする。 

 

６ 人事課は、条例第８条第１項第６号に該当する対象職員が受診命令に従

わないときは、条例第４条第３項第１号に該当するものとして、委員会に

当該職員の分限処分（免職の処分に限る。）の可否について意見を聴取する

ものとする。 

 

７ 人事課は、条例第８条第１項第６号に該当する対象職員が行方不明とな

った日から１月を経過したときは、条例第４条第３項第２号に該当するも

のとして、委員会に当該職員の分限処分（免職の処分に限る。）の可否につ
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いて意見を聴取するものとする。 

 

第５ 分限処分の決定 

 

知事は、委員会における意見の聴取を経て、分限処分を決定するものとする。 

 

   附 則 

この指針は、平成２２年１月１日から施行する。 
 

   附 則 

この指針は、平成２５年４月１日から施行する。 
 

   附 則 

この指針は、平成２８年４月１日から施行する。 
 
   附 則 

（施行期日） 
１ この要領は、令和６年４月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ 令和６年３月 31日までの間における改正後の大阪府分限処分の指針（以
下「新指針」という。）第２・１及び第３・３（１）アの規定の適用につい

ては、同規定中「５区分」とあるのは、「第５区分」とする。 

 


